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１　契約に係る規程類に関する評価結果

政独委指摘事項等 対応状況

　総合評価方式、企画競争、公募を実施する場合、
要領・マニュアルを整備していない。

　「総合評価落札方式に関する契約事務取扱要
領」、「企画競争に関する契約事務取扱要領」及び
「公募に関する契約事務取扱要領」それぞれを整備
し、平成22年度から施行することとした。

政独委指摘事項等 対応状況

　契約事務手続に係る執行体制や審査体制の確保に
関して、ⅰ）審査体制の整備方針、ⅱ）契約事務に
おける一連のプロセス、ⅲ）執行、審査の担当者
（機関）の相互けん制、ⅳ）審査機関から法人の長
に対する報告等整備された体制の実効性確保の考え
方に留意した検証が評価結果において言及されてい
ない。

　外部の第三者を構成員とする「デジタルアーカイ
ブの選定のための審査委員会」等を設置し、入札の
適正性に関する審査を行いその結果について館長に
報告がなされていること、また、契約担当者と審査
担当者を分け、相互にけん制する体制とするなど、
契約事務が適正に実施されるよう体制の整備を図る
とともに、契約監視委員会による点検及び監事監査
を厳正に実施する等により契約の適正性を確保して
いる。

政独委指摘事項等 対応状況

　評価結果において１者応札となっている原因等の
把握がなされた上で、改善方策の妥当性について言
及されていいない。

　入札説明書の交付を受けたものの応札・応募しな
かった事業者にアンケート調査を実施し、１者応札
となった原因を分析した。それに基づき平成２１年
７月に「１者応札・１者応募にかかる改善方策」を
取りまとめ、ホームページで公表するとともに、今
後、実質的な競争性の確保に努めることとした。
　また、平成２２年２月１５日に開催された契約監
視委員会においても点検及び評価を受け、公告期間
の延長や競争参加資格要件の緩和等の措置を取るこ
ととした。

　　　

４　給与水準

平成２０年度の業務実績評価の際、総務省政策評価・独立行政法人評価
委員会から指摘された事項に対しての国立公文書館としての対応状況

２　契約事務手続に係る執行体制や審査体制の確保に関する評価結果

３　一般競争入札における１者応札に関する評価結果

　平成２１年度の給与の対国家公務員指数は、109.5（20年度 106.0）となっているが、これは、館職員の９割が
東京都千代田区に在勤しており、地域手当支給額が国家公務員の平均値に比し、高額となっているためであ
る。
　なお、在勤地域を考慮した対国家公務員指数は97.3（20年度94.8）となっている。
　当館職員は、特定独立行政法人として国家公務員の身分を有していることから、職員給与は一般職国家公
務員の給与に準じたものとしている。










